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は
じ
め
に

　
　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
通
船
掟
書
」（
以
降
「
掟
書
」
と
す
る
）
は
、
三
河
国
八
名

郡
乗
本
村
菅
沼
八
左
衛
門
家
文
書
に
伝
来
し
た
、
豊
川
で
水
運
を
行
っ
て
い
く
上
で
必

要
な
取
り
決
め
が
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
現
在
、
同
家
史
料
は
様
々
な
研
究
機
関
に

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
東
京
都
の
国
文
学
研
究
資
料
館
に
一
九
六
一
点
、
豊
橋
市
美
術
博

物
館
所
蔵
の
橋
良
文
庫
に
約
五
〇
〇
点（１
）、
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
に
三
五
〇
点（２
）

所
蔵
さ
れ
て
い
る（３
）。

　
過
去
の
自
治
体
史
に
お
け
る
掟
書
へ
の
言
及
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
作
成
の

掟
書
の
内
容
紹
介
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
『
新
城
市
誌（４
）』
が
、
掟

書
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、「
舟
人
（
船
頭
）
は
船
持
の
定
め
た
「
掟
」
に
よ
っ
て
動

か
さ
れ
船
親
と
よ
ば
れ
た
船
持
と
舟
人
の
間
に
は
、
親
方
と
子
方
の
従
属
関
係
の
存
在

し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
船
持
と
船
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、『
愛
知
県
史
　
資
料
編
十
九
　
近
世
五
　
東
三
河（５
）』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ

ま
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
多
種
多
様
な
史
料
が
掲
載
さ
れ
た
。
豊
川
水
運
に

関
し
て
も
、
上
流
部
か
ら
下
流
部
ま
で
様
々
な
地
方
文
書
が
収
録
さ
れ
、
先
の
自
治
体

史
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
作
成
の
掟
書（６
）な
ど
が
紹
介

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二（７
）』
で
は
、
掟
書
を
船
持
の
提

示
に
対
し
て
船
人
が
請
印
を
す
る
も
の
と
特
徴
付
け
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）・
安

永
二
年（８
）（
一
七
七
三
）・
寛
政
四
年（９
）（
一
七
九
二
）・
文
化
十
四
年
）
11
（

（
一
八
一
七
）
の
計

四
回
作
成
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
川
船
所
有
者
で
あ
る
船
持
と
船
乗
り
で

あ
る
船
人
が
明
確
に
分
か
れ
て
お
り
、
船
人
は
船
持
に
雇
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
時

に
は
雇
用
条
件
を
め
ぐ
っ
て
船
持
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、『
愛
知
県
史
』
の
刊
行
に
よ
り
豊
川
水
運
に
ま
つ
わ
る
掟
書
が
複

数
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
豊
川
水
運
に
関
す
る
掟

書
を
取
り
上
げ
、
各
掟
書
間
の
作
成
者
や
奥
書
、
内
容
な
ど
を
比
較
し
な
が
ら
解
説
を

試
み
る
。

一
　
掟
書
の
概
要

　

（
一
）
近
世
の
豊
川
水
運
に
お
け
る
乗
本
村
と
菅
沼
家

　
掟
書
の
解
説
の
前
に
、
近
世
の
豊
川
水
運
に
お
け
る
乗
本
村
と
菅
沼
家
に
つ
い
て
述

べ
て
ゆ
く
。
近
世
で
は
、
豊
川
水
運
を
通
じ
て
奥
三
河
や
信
濃
・
遠
江
の
物
資
を
吉
田

や
前
芝
（
共
に
現
在
の
愛
知
県
豊
橋
市
）
な
ど
に
運
搬
し
て
お
り
、
長
篠
村
・
乗
本
村
・

有
海
村
（
い
ず
れ
も
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
）
が
古
く
か
ら
特
権
を
有
し
て
い
た
、
と

当
該
地
の
自
治
体
史
で
評
価
さ
れ
て
き
た
。
特
に
寒
狭
川
と
宇
連
川
の
合
流
地
点
に
位

《
史
料
解
題
》
　

　
　
　近
世
の
豊
川
水
運
に
関
わ
る
複
数
の
「
通
船
掟
書
」
に
つ
い
て

田
中

博
久
　
　



― 66 ―

置
し
て
い
た
乗
本
村
は
、
物
資
運
送
上
の
重
要
な
場
所
と
さ
れ
、
大
正
十
五
年
（
一
九

二
六
）
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
『
改
訂
　
八
名
郡
誌
）
11
（

』
で
は
同
所
を
「
大
野
川
合
乃
至

遠
州
秋
葉
山
、
信
州
伊
奈
方
面
へ
貨
物
輸
送
の
の
ど
く
び
に
当
」
た
る
、
と
記
し
て
い

る
。

　
乗
本
村
で
水
運
に
使
用
さ
れ
て
い
た
船
の
数
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
三
河

代
官
鈴
木
八
右
衛
門
重
政
へ
願
い
出
て
鵜
飼
船
十
艘
を
建
造
し
、
一
艘
に
つ
き
運
上
と

し
て
鐚
銭
二
百
文
を
納
め
て
水
運
を
営
ん
で
い
た
。
そ
の
後
は
新
規
に
茶
荷
物
の
取
引

を
開
始
す
る
な
ど
、
舟
運
の
活
況
に
伴
い
船
の
所
持
数
を
増
や
し
て
ゆ
き
、
延
享
三
年

（
一
七
四
六
）・
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
そ
れ
ぞ
れ
五
艘
増
や
し
、
合
計
で
二
〇

艘
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

。

　
菅
沼
八
左
衛
門
家
は
、
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
乗
本
に
て
回
漕
業
な
ど
を
営
み
、
屋

号
を
「
為
屋
」
と
名
乗
っ
て
き
た
。
五
代
当
主
菅
沼
八
左
衛
門
定
正
が
、正
保
元
年
（
一

六
四
四
）
よ
り
回
漕
業
を
始
め
、
現
在
の
宇
連
川
と
黄
柳
川
の
合
流
地
点
付
近
の
「
羽

根
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
物
資
の
集
散
場
を
設
立
し
た
。
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
か

ら
は
、
乗
本
村
内
の
船
持
が
交
代
制
で
同
家
問
屋
の
荷
物
を
運
搬
す
る
よ
う
に
な
り
）
11
（

、

乗
本
村
の
重
要
な
産
業
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
掟
書
の
現
存
状
況

　
豊
川
水
運
に
関
す
る
掟
書
が
複
数
現
存
す
る
こ
と
は
判
明
し
た
が
、
全
部
で
何
点
現

存
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
地
方
文
書
か
ら
過
去
の
掟
書
へ
の
言
及
を
確
認
す
る
と
、『
愛

知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』
で
提
示
さ
れ
た
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
作
成
の

掟
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

史
料
一

　
　
　
鵜
飼
通
船
掟
一
札
之
事

一 

百
四
拾
年
以
前
延
宝
六
丑
年
、
七
拾
年
以
前
延
享
三
寅
年
、
同
四
卯
年
、
四
拾
四
年

以
前
安
永
弐
巳
年
舩
持
仲
間
連
判
定
之
通
堅
相
守
、
鵜
飼
通
船
運
送
挊
無
油
断
致
出

精
御
年
貢
上
納
仕
、御
林
御
伐
出
シ
御
用
之
荷
物
舩
積
材
木
筏
運
送
被
仰
付
候
節
者
、

両
村
役
人
船
主
・
船
人
立
会
川
水
見
届
大
切
ニ
運
送
可
相
勤
候
事
）
14
（

（
後
略
）

（
注
…
傍
線
筆
者
）

　
第
一
条
で
は
、過
去
の
掟
書
を
遵
守
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
に
よ
る
と
、

具
体
的
に
は
延
宝
六
年
）
11
（

（
一
六
七
八
）・
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）・
延
享
四
年
）
16
（

（
一
七

四
七
）・
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
の
史
料
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
文
化
十
四
年
（
一

八
一
七
）時
点
で
は
こ
の
四
点
が
掟
書
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
延
享
三
年（
一

七
四
六
）
の
も
の
を
除
い
て
豊
橋
市
美
術
博
物
館
で
所
蔵
が
確
認
さ
れ
た
。
注
目
す
べ

き
は
、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』
に
掟
書
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
寛
政

四
年
（
一
七
九
二
）
作
成
の
掟
書
と
、『
新
城
市
誌
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
文
化

三
年
（
一
八
〇
六
）
作
成
の
掟
書
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま

た
一
方
で
、そ
れ
ま
で
の
自
治
体
史
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）

や
、延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
作
成
さ
れ
た
連
判
状
を
掟
書
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

当
時
の
豊
川
水
運
の
掟
書
に
は
、『
愛
知
県
史
』
で
特
徴
付
け
ら
れ
た
船
人
の
請
印
の

有
無
と
は
別
に
、
掟
書
と
み
な
す
判
断
基
準
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
菅
沼
家
文
書
の
目
録
）
17
（

の
う
ち
、「
掟
」
や
「
定
書
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
史
料
を
抽
出
し
た
。
さ
ら
に
水
運
に
関
す
る
内
容
の
も
の
に
限
定
し

た
結
果
、
上
記
以
外
に
宝
暦
四
年
）
11
（

（
一
七
五
四
）
と
文
化
三
年
）
11
（

（
一
八
〇
六
）、
文
化



― 67 ―

十
三
年
）
11
（

（
一
八
一
六
）
に
作
成
さ
れ
た
史
料
が
抽
出
さ
れ
、
掟
書
は
合
計
で
八
点
確
認

さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
作
成
の
掟
書
は
、
文
化
十
四
年
（
一

八
一
七
）
と
ほ
ぼ
同
一
文
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
年
史
料
の
案
文
と
比
定
し
、
今
回
は

対
象
外
と
し
た
。
以
下
、
こ
の
七
点
を
掟
書
（
以
降
、「
〇
〇
年
掟
書
」
と
す
る
）
と

み
な
し
、
内
容
及
び
文
言
の
類
似
性
に
着
目
し
な
が
ら
比
較
を
し
て
ゆ
く
。

（
三
）
掟
書
の
末
文

　
七
点
の
掟
書
の
末
文
を
列
挙
し
た
の
が
表
1
で）
11
（

あ
る
。
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四

年
掟
書
を
除
く
五
点
で
、
こ
の
掟
書
が
船
持
の
相
談
に
よ
り
決
定
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
三
年
掟
書
は
、
条
文
を
守
る
こ
と
に
加
え
て
違
反
者
へ

の
対
応
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
若
ヶ
条
之
外
ニ
茂
通
船
差
障
り
不
埒
之
船
人

有
之
候
節
者
、
船
持
立
会
当
川
筋
稼
差
留
候
」
と
あ
り
、
運
航
を
妨
げ
た
船
人
に
対
し

て
水
運
に
よ
る
稼
ぎ
を
禁
止
し
て
い
る
。
後
者
は
「
若
シ
相
乱
之
外
族
有
之
候
ハ
ヽ
、

番
荷
物
割
当
テ
等
之
儀
ニ
而
過
怠
可
申
達
積
り
」
と
あ
り
、
違
反
者
へ
は
輪
番
荷
物
の

割
り
当
て
な
ど
に
関
す
る
罰
則
を
与
え
る
、
と
し
て
い
る
。
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十

四
年
掟
書
は
、
条
文
を
守
る
旨
を
記
し
た
上
で
掟
書
の
作
成
契
機
を
述
べ
て
お
り
、
年

月
の
経
過
で
古
例
を
守
ら
な
い
者
も
現
れ
た
た
め
、
船
持
や
問
屋
な
ど
が
立
ち
会
い
作

成
し
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
両
末
文
の
文
言
は
、
異
体
字
な
ど
若
干
の
差
異
は
あ
る

が
、
ほ
ぼ
同
一
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
た
（
表
1
下
線
部
）。

（
四
）
掟
書
の
作
成
者

　
表
2
は
、
掟
書
の
作
成
者
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
延
宝
六
年
掟
書
・
宝
暦
四
年

掟
書
・
文
化
三
年
掟
書
を
除
く
四
点
で
船
持
の
署
名
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
安

永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は
、
船
持
に
加
え
て
「
荷
物
請
払
会
所
」
す
な
わ
ち

問
屋
の
署
名
も
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
安
永
二
年
掟
書
は
さ
ら
に
名
主
の
署
名
も
追
加

さ
れ
て
い
た
。
延
宝
六
年
掟
書
は
署
名
の
み
だ
が
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
加
筆

部
分
に
「
乗
本
・
小
川
・
久
間
船
持
仲
間
ニ
而
諸
々
荷
物
我
勝
ニ
積
申
ニ
付
而
、
延
宝

六
年
午
正
月
廿
六
日
ニ
船
仲
間
之
者
共
立
合
吟
味
之
上
、
如
此
一
紙
連
判
致
舟
積
之
作

法
相
定
置
候
）
11
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
乗
本
村
の
船
持
の
署
名
と
推
定
さ
れ
る
。
文
化
三

年
掟
書
も
署
名
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
掟
書
に
記
載
さ
れ
た
船
持
の
人
名
と

照
合
す
る
と
、
多
く
が
乗
本
村
の
船
持
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
乗
本
村
の
船
持
と
推

定
さ
れ
る
（
表
2
下
線
部
）。
宝
暦
四
年
掟
書
は
「
船
持
銘
々
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

作
成
者
は
不
明
で
あ
る
。

　
作
成
者
の
居
村
は
、
長
篠
村
と
乗
本
村
が
多
く
、
七
点
の
う
ち
四
点
が
両
村
船
持
の

連
名
で
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
、
有

表 1　掟書の末文

末文

延宝六年
掟書

此上者新舟出来候か、又ハ新規ニ荷宿出来候路も、舟
中間之儀ハ右の詮義ニ可仕候、為後日仍手形如件

延享四年
掟書

右之通両村舟持立合相談之上相究申候、然上者無相違
舩人江可申付候、以上

宝暦四年
掟書

右之通此度船持立会相談之上定書依如件右本言銘々印
形致六左衛門へ渡置

安永二年
掟書

右之通相守鵜飼通船運送挊無油断出情可致候、尤先規
古例之事ニ有之候得共年久敷相成、不致罷有候者茂有
之、心得違等茂出来致候ニ付、此度船持并荷物請払渡
世致候者共立会、通船掟申合候連判為後証依如件

寛政四年
掟書

右之通両村船持立会、相談相定候上者向後屹度相守可
申候、若ヶ条之外ニ茂通舩差障り不埒之船人有之候節
者、船持立会当川筋稼差留候間、心得違等無之様仲間
中申合、通船上下可仕候以上

文化三年
掟書

右之趣此度船持立会相談之上相定候間、以来仲間中之
無怠勤急度相守可申候、若シ相乱之外族有之候ハヽ、
番荷物割当テ等之儀ニ而過怠可申達積り、勿論其品々
軽重之寄評儀之上取斗申候、依而船持惣連印如件

文化十四
年掟書

右之通堅相守鵜飼通船運送挊無油断出精可致候、尤先
規古例之事ニ候得共年久鋪相成、不存罷在候者茂有之、
心得違等致出来候ニ付、此度両村役人并船持荷物受払
致渡世候者立会、通船掟申合セ致連印処為後証仍如件
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海
村
の
船
持
も
一
名
加
わ
っ
て
い
る
。
宝
暦
四
年
掟
書
は
、
署
名
か
ら
作
成
者
の
居
村

に
つ
い
て
は
知
り
得
な
い
が
、末
文
に
は
「
銘
々
印
形
致
六
左
衛
門
へ
渡
置
」
と
あ
り
、

船
持
衆
が
印
形
を
し
た
上
で
六
左
衛
門
へ
渡
す
よ
う
に
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

六
左
衛
門
と
い
う
人
物
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
作
成
の
同
家
史
料
に
て
「
三
州

八
名
郡
乗
本
村
　
荷
物
請
□
（
払
ヵ
）
問
屋 

八
左
衛
門
、
右
同
断
　
六
左
衛
門
）
11
（

」
と

署
名
し
て
お
り
、乗
本
村
の
問
屋
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
安
永
五
年（
一
七
七
六
）

作
成
の
史
料
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

一 

三
州
八
名
郡
乗
本
村
之
内
、
小
川
組
為
屋
八
左
衛
門
控
荷
物
請
払
会
所
之
義
、
祖
祖

父
喜
八
郎
定
正
拾
九
歳
、
正
保
元
甲
申
年
初
而
落
合
之
上
羽
根
と
申
所
に
家
荷
蔵
等

造
立
被
致
、
八
名
・
設
楽
両
郡
奥
村
筋
ゟ
出
テ
候
荷
物
請
込
鵜
飼
造
リ
之
通
舩
仕
立

荷
物
積
入
吉
田
新
城
江
運
送
渡
世
被
致
候
所
、
延
宝
九
酉
年
村
方
相
談
ニ
付
羽
根
よ

り
積
出
シ
候
荷
物
之
分
ハ
村
方
通
舩
無
高
下
輪
番
ニ
舩
積
運
送
為
致
候
筈
ニ
相
極
、

下
代
長
作
・
権
十
郎
差
置
請
払
支
配
被
為
致
候
所
、
定
正
聟
大
平
組
長
左
衛
門
と
申

仁
元
禄
元
辰
年
羽
根
江
被
為
引
越
長
左
衛
門
并
子
息
傳
重
郎
迄
二
代
享
保
弐
拾
壱
辰

年
迄
四
拾
九
年
之
間
被
為
相
勤
、
傳
重
郎
大
平
組
本
宅
江
被
帰
候
ニ
付
、
元
文
元
辰

年
ゟ
宝
暦
四
戌
六
月
迄
弐
拾
壱
年
祖
父
八
左
衛
門
定
安
弟
分
平
八
郎
并
子
息
甚
八
郎

弐
代
被
為
相
勤
候
處
、
親
子
共
ニ
羽
根
ニ
而
死
去
被
致
候
ニ
付
、
宝
暦
四
戌
年
ゟ
明

和
六
丑
年
迄
拾
六
年
父
八
左
衛
門
定
好
孫
聟
栗
衣
組
六
左
衛
門
ニ
為
致
支
配
候
、（
後

略
）

　
安
永
五
丙
申
八
月
吉
日
為
屋
正
作
定
久
五
拾
九
歳
（
略
押
）

為
屋
本
家
子
々
孫
々
中
）
14
（

（
注
…
傍
線
筆
者
）

　
史
料
二
は
、当
時
の
為
屋
当
主
菅
沼
八
左
衛
門
定
久
が
子
孫
に
あ
て
た
覚
書
で
あ
る
。

抜
粋
部
分
は
為
屋
創
立
の
あ
ら
ま
し
が
書
か
れ
て
お
り
、
荷
蔵
で
荷
物
の
管
理
を
し
て

い
た
人
物
が
時
系
列
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
史
料
二
の
傍
線
部
に
、
宝
暦
四
年
（
一
七

五
四
）
か
ら
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
か
け
て
六
左
衛
門
が
為
屋
で
荷
物
の
管
理
を

し
て
い
た
、と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、宝
暦
四
年
掟
書
に
出
て
く
る
六
左
衛
門
は
、

菅
沼
八
左
衛
門
家
の
問
屋
の
関
係
者
と
比
定
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
菅
沼
八
左

表 2　掟書の作成者

作成者
延宝六年
掟書

三郎左衛門、二郎右衛門、久左衛門、長三郎、藤右衛門、源助、平兵衛、
七郎右衛門、九郎左衛門

延享四年
掟書

乗本村船持  金十郎、八左衛門、茂左衛門、四郎右衛門、平八郎、弥七郎、
藤介、次郎七
長篠村船持  善兵衛、傳右衛門、惣兵衛、勘左衛門、杢左衛門

宝暦四年
掟書 船持銘々

安永二年
掟書

長篠村荷物請払会所 傳右衛門、半左衛門代 助左衛門、杢左衛門
乗本村荷物請払会所 八左衛門代 慎吉
乗本村船持 八左衛門、次郎八、長蔵、半七郎、善六郎、重蔵、惣次郎、
四郎兵衛、儀右衛門、慎吉
乗本村名主 重左衛門
長篠村船持 佐五七、佐七郎、傳右衛門、為八郎、庄次郎
長篠村名主 半左衛門

寛政四年
掟書

乗本村船持 藤十、善六、次郎八、惣次郎、次郎兵衛、周助、定七、八左
衛門、正蔵、長兵衛、兵右衛門、半蔵
有海村船持 喜六
長篠村船持 半左衛門、彦市、喜左衛門、傳右衛門、助左衛門、左五七、
嘉右衛門

文化三年
掟書

十左衛門、兵右衛門、平八、正蔵、八左衛門、十蔵、秀助、次郎八、善六、
惣次郎

文化十四
年掟書

長篠村荷物請払会所 傳右衛門、助左衛門、杢左衛門
乗本村荷物請払会所 八左衛門代 正作
乗本村船持 十左衛門、兵右衛門、十蔵、文蔵、正蔵、八左衛門、周助、
嘉七、次郎八、善六、清兵衛、清八
長篠村船持 佐五七、杢左衛門、助左衛門、傳右衛門、喜左衛門、宗兵衛
有海村船持 喜六
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衛
門
家
の
問
屋
荷
物
は
乗
本
村
内
の
船
持
が
運
搬
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
宝
暦

四
年
掟
書
の
署
名
は
乗
本
村
の
船
持
と
推
定
さ
れ
る
。
文
化
三
年
掟
書
は
、
前
述
の
通

り
署
名
の
多
く
が
乗
本
村
の
船
持
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
乗
本
村
の
船
持
と
思
わ
れ

る
。

（
五
）
掟
書
の
奥
書

　
表
3
は
掟
書
の
奥
書
一
覧
で
あ
る
。
奥
書
は
、
延
宝
六
年
掟
書
と
宝
暦
四
年
掟
書
を

除
く
四
点
で
確
認
さ
れ
た
。
文
化
三
年
掟
書
に
は
奥
書
が
み
ら
れ
な
い
が
、『
吉
田
川

回
漕
史
　
改
訂
復
刻
本
）
11
（

』
に
船
人
署
名
と
印
判
付
の
奥
書
が
な
さ
れ
た
同
年
作
成
の
掟

書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
文
言
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
三
年
掟

書
は
奥
書
あ
り
と
み
な
し
、
奥
書
が
あ
る
掟
書
の
点
数
は
合
計
五
点
と
し
た
。

　
奥
書
の
内
容
は
、
延
享
四
年
掟
書
に
「
右
之
通
此
度
御
相
談
之
上
、
御
究
被
遊
被
仰

付
委
細
承
知
奉
畏
候
、
船
人
中
間
申
合
急
度
相
守
不
埒
無
御
座
候
様
可
仕
候
、
為
其
請

印
差
上
申
候
」
と
あ
り
、
①
船
持
た
ち
の
決
定
事
項
を
承
知
し
た
旨
、
②
船
人
仲
間
中

で
も
話
し
合
い
こ
れ
ら
の
条
文
を
守
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
掟
書
も
文
言
は
異

な
る
が
概
ね
同
様
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
末
文
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
掟

書
で
は
①
船
持
層
の
協
議
に
よ
り
条
文
が
作
成
さ
れ
、
②
船
人
が
奥
書
で
そ
の
旨
を
承

知
し
請
印
を
す
る
、
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
形
式
上
で
も
船
持

と
船
人
の
間
に
上
下
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
文
言
の
類
似
性
と
し
て
は
、
安
永
二

年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
の
文
言
が
、
完
全
に
同
一
で
あ
っ
た
（
表
3
下
線
部
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
掟
書
の
末
文
と
作
成
者
、
奥
書
を
比
較
し
て
き
た
。
作

成
者
は
船
持
層
が
単
独
で
作
成
し
た
も
の
と
、
船
持
層
に
問
屋
や
名
主
が
加
わ
り
作
成

し
た
も
の
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
船
持
層
単
独
で
作
成
し
た
も
の
に
は
、
乗
本
村
の
船

持
が
単
独
で
作
成
し
た
も
の
と
、
他
村
の
船
持
層
と
連
名
で
作
成
し
た
掟
書
が
確
認
さ

れ
た
。
末
文
の
文
言
は
掟
書
ご
と
に
異
な
る
が
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書

は
ほ
ぼ
同
一
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
。
奥
書
の
文
言
も
末
文
と
同
様
の
傾
向
が
み
ら

れ
た
。

二
　
掟
書
の
内
容

　

（
一
）
掟
書
の
項
目
の
概
要

　
掟
書
の
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
多
岐
に
渡
る
が
、
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
①
船
人
へ
の

規
制
、
②
運
航
ル
ー
ル
、
③
そ
の
他
、
に
分
類
で
き
る
。
①
は
博
奕
や
喧
嘩
の
禁
止
、

荷
物
の
取
扱
方
、
欠
落
な
ど
違
反
を
行
っ
た
船
人
へ
の
罰
則
事
項
と
船
持
層
の
対
処
法

が
記
さ
れ
て
い
る
。
②
は
吉
田
・
前
芝
間
の
往
復
日
程
や
運
賃
の
設
定
と
分
配
方
法
、

表 3　掟書の奥書

奥書
延宝六年
掟書 なし

延享四年
掟書

右之通此度御相談之上、御究被遊被仰付委細承知奉
畏候、船人中間申合急度相守不埒無御座候様可仕候、
為其請印差上申候以上

宝暦四年
掟書 なし

安永二年
掟書

右之趣此度御相談被成、御連印御書付を以逐一被仰
聞承報仕奉畏候、船人仲間申合急度相守通船上下無
油断諸事実体ニ相勤可申候、依之御請連判仕候為後
証依如件

寛政四年
掟書

今度船主中御立会ニ而御申被渡候前条、仲間共一々
承知仕候、向後屹度相守通船可仕候、依之船人仲間
御請連印仕候

文化三年
掟書

（右此度び御相談の上、船上下掟の趣き仰せ渡され
委さに承知仕り候、以来仲間の者共申し合わせ急度
相守り申すべく候、依て御請け印差し出し申し候処
件の如し）

文化十四
年掟書

右之趣此度御相談被成、御連印御書付ヲ以逐一被仰
聞承知仕奉畏候、船人仲間申合急度相守通船上下無
油断諸事実体ニ相勤可申候、依之御請連印仕候為後
証依而件如

注 　文化三年掟書は菅沼貴一『吉田川回漕史 改訂復刻本』（金田博子、
2008年）より抜粋。
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積
み
荷
重
量
の
上
限
、
川
浚
い
時
の
人
足
差
出
方
法
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
③
は
上

記
に
該
当
し
な
い
雑
多
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
の
一
部
は
、
後
年
の
掟
書
に

継
続
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共
通
の
項
目
に
お
い
て
も
過
去
の
掟
書
と
の

間
に
関
連
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
複
数
の
掟
書
に
共
通
す
る
項
目
と

そ
の
内
容
を
み
て
ゆ
く
。

（
二
）
項
目
の
共
通
性
と
内
容
の
類
似
性

　
表
4
は
、
複
数
の
掟
書
に
規
定
さ
れ
た
項
目
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
条
文
数
と

共
通
項
目
を
比
較
す
る
と
、
延
享
四
年
掟
書
の
全
条
文
十
一
項
目
の
う
ち
九
項
目
が
安

永
二
年
掟
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
文
化
十
四
年
掟
書
で
も
八
項
目
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
一
方
で
他
の
掟
書
に
は
、
延
享
四
年
掟
書
の
項
目
は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は
、
延
享
四
年
掟
書

を
ベ
ー
ス
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
章
で
も
指
摘
し
た
が
、
両
掟
書
は
奥
書
の

文
言
が
同
一
で
あ
る
点
も
踏
ま
え
る
と
、
共
通
項
目
の
内
容
や
文
言
に
も
何
か
し
ら
の

類
似
性
が
あ
る
と
仮
定
で
き
る
。
そ
こ
で
次
に
、
共
通
項
目
の
内
容
を
み
て
ゆ
く
。

　
表
5
は
、
表
4
の
共
通
項
目
「
荷
物
取
扱
」
の
文
言
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
同

項
目
は
、
七
点
の
掟
書
に
最
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
の
比
較
に
使
用
し

た
。
延
享
四
年
掟
書
と
共
通
す
る
文
言
に
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
延
享
四
年
掟
書
の

内
容
は
、
①
荷
物
は
大
切
に
扱
い
紛
失
し
な
い
こ
と
、
②
も
し
紛
失
し
た
場
合
は
船
人

表 4　通船掟書の条文数と共通項目
延宝六年
掟書

延享四年
掟書

宝暦四年
掟書

安永二年
掟書

寛政四年
掟書

文化三年
掟書

文化十四
年掟書

条文数 3 11 13 17 10 9 12

共通項目

古例遵守 〇

往復日程 〇 〇 〇

継荷 〇
船人扶持
米 〇 〇

川浚い 〇 〇

荷物取扱 〇 〇 〇

運上金 〇 〇

船人欠落 〇 〇

前金上限 〇 〇 〇
喧嘩・博
奕禁止 〇 〇

他国船人
取扱 〇

石積禁止 〇 〇
荷物遅滞
時の運賃 〇

ほまち荷
禁止 〇

注　過去の掟書と同一の項目があるものは○で示した。

表 5　「荷物取扱」項目の文言

文言

延享四年
掟書

一上下荷物之儀随分大切ニ紛失無之様可致候、若紛
失致候者、同国船人中間として弁へ可申候

宝暦四年
掟書

一上下御荷物入念大切ニ取廻シ可申事

安永二年
掟書

一上下運送荷物紛失無之候様大切ニ可致候、若シ紛
失致候ハヽ船持仲間并両村名主・組頭立会、其訳相
糺シ候上ニ而、其節掛り合之船人仲間江弁へ可申付
候事

寛政四年
掟書

一船積荷物之儀、送状ニ引合問屋江屹度相渡可申事
一登り荷物川岸江揚捨置不申直ニ送り状問屋并荷主
江相届可申事、向後捨置候節者右荷物運賃相渡不申
候事、若亦荷物紛失仕候節ハ価倍増其船人ゟ弁金可
仕候事一登荷物積着岸致し、雨天又ハ夜分ニ相成候
而問屋荷主江難相届候節者、其船人仲間ニ而番可仕
候事、且亦右荷物番仕候迚翌日通船上下滞不相成候
様可仕事

文化十四
年掟書

一上ケ下ケ運送荷物紛失無之様大切ニ仕、送状ニ引
合問屋并荷主江急度引渡可申候、万一致紛失候ハヽ
両村役人并船持仲間立会、其訳相糺候上ニ而、其節
掛り合之船人仲間江弁可申付候事
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仲
間
が
弁
償
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
安
永
二
年
掟
書
や
文
化
十
四
年
掟
書
の
場

合
、
加
筆
が
加
わ
る
も
の
の
、
①
及
び
②
と
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ

延
享
四
年
掟
書
と
共
通
す
る
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
四
年
掟
書
は
、「
上
下

御
荷
物
」
の
よ
う
に
延
享
四
年
掟
書
と
共
通
す
る
単
語
を
使
用
し
て
、
①
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
る
が
、紛
失
時
の
弁
償
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
寛
政
四
年
掟
書
は
、

①
に
該
当
す
る
荷
物
の
取
り
扱
い
の
項
目
が
複
数
追
加
さ
れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
登
荷
物
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
罰
則
の
対
象
が
船
人
仲

間
で
は
な
く
船
人
本
人
と
な
っ
て
い
る
。

　
右
の
点
か
ら
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は
、
延
享
四
年
掟
書
の
規
定
項

目
と
文
言
を
踏
襲
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
他
の
掟
書
と
比
べ
て
強
固
な
関
連
性
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
も
触
れ
た
通
り
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は

差
出
人
の
署
名
に
問
屋
が
加
わ
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
他
の
掟
書
と
は
性
質
の
異
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
を
併
せ
て
鑑
み
る
と
、
豊
川
水
運
の
掟
書
に
は
延
享
四
年
掟
書
を
ベ
ー
ス
に

作
成
し
た
掟
書
（
以
降
「
掟
書
Ａ
」
と
す
る
）、
他
の
掟
書
と
の
関
連
性
が
希
薄
で
単

発
的
に
作
成
し
た
掟
書
（
以
降
「
掟
書
Ｂ
」
と
す
る
）、の
二
種
類
が
存
在
し
て
お
り
、

「
掟
書
Ａ
」
は
母
体
で
あ
る
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
、
文
化
十
四
年
掟
書
が

該
当
し
、
そ
れ
以
外
が
「
掟
書
Ｂ
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
疑
問
に
あ

が
る
の
は
、
こ
の
二
種
類
の
掟
書
の
間
に
関
連
性
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
表
4
に

よ
る
と
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
、
延
享
四
年
掟
書
と
の
共
通
項
目
以
外
に
、
寛
政
四
年

掟
書
及
び
文
化
三
年
掟
書
と
共
通
す
る
項
目
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
寛

政
期
以
降
に
創
設
さ
れ
た
共
通
項
目
の
条
文
を
比
較
し
な
が
ら
、
二
種
類
の
掟
書
の
関

連
性
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

（
三
）
二
種
類
の
掟
書
の
関
連
性

　
表
6
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
に
反
映
さ
れ
た
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
三
年
掟
書
の
条

文
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
反
映
項
目
は
①
石
積
の
禁
止
、
②
ほ
ま
ち
荷
）
16
（

の
禁
止
、

表 6　文化十四年掟書の共通項目の文言

項目文言
①石積の禁止 ②ほまち荷 ③運送遅延時の運賃分配

寛政四年
掟書

一兼而申渡候通石積候義堅仕間
敷候、若石積もの有之候ハヽ、
船人仲間ゟ相届ク可申事

一登荷物相待船遅滞仕間鋪事、
若上下相滞候節者登り運賃三分
一其船人江相渡、相残り三分二
惣船主半分、両村惣船人江半分
割渡可申事

文化三年
掟書

一途中ニ而石積方先規通り急度
致間敷候、無拠筋ニ而引合来り
候ハヽ其船親ゟ惣持迄相断、壱
艘又者半艘と致し積可申候、舟
人引合上下之度々我侭ニ積入候
儀、以来共決而不相成候、若シ
又背候船人有之候ハヽ船持早々
立会相談之上取斗可申候事

一茶并ニ外荷物積候船々江ほま
ち積入儀、先規定通り急度相成
不申候、以来相背積入候ハヽ右
ほまち運賃半分宛行司取上船親
江相渡不申候事、尤羽根ニ而茶
積入候船下タ敷之多ゆへ、船人
願候ハヽ杦板ニ而三間・四間迄
者為積、運賃船人ニ為取可申積
り也
但し、是も吟味者船持ニ而当時
船挊致し候船々ゟ年行司江相達
申筈也

文化十四
年掟書

一前々之通下り荷物問屋并荷主ゟ積入候元荷物之外、ほつた并
石積候儀堅仕間敷候、惣而途中ゟほつた荷物積申間敷候、万一
心得違之者有之石并ほつた荷物積候もの有之候ハヽ、船人仲間
ゟ相届可申、其節之軽重により両村役人船主相談之上、急度可
申候事

一前々定之通登り荷物相待船遅
滞仕間鋪候、若上下相滞候節者
運賃三分一其船人江相渡シ、残
三分二惣船主江半分、惣船人半
分割渡シ可申候事
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③
運
送
遅
延
時
の
運
賃
分
配
で
あ
る
。
①
・
②
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
統
合
さ
れ

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
文
化
三
年
掟
書
で
は
、
①
に
は
船
持
よ
り
相
談
が
あ
れ
ば
限
定

的
に
解
除
す
る
旨
も
記
さ
れ
、
②
で
は
罰
則
規
定
な
ど
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

文
化
十
四
年
掟
書
で
は
、
限
定
解
除
の
旨
や
明
確
な
罰
則
規
定
は
無
く
、
船
人
仲
間
よ

り
報
告
し
違
反
内
容
の
軽
重
に
よ
り
村
役
人
と
船
持
で
相
談
し
て
取
り
計
ら
う
こ
と
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
③
は
寛
政
四
年
掟
書
で
創
設
さ
れ
た
項
目
で
、
登
り
荷
物
が
遅
延

し
た
場
合
は
、
運
賃
を
乗
船
し
て
い
た
船
人
と
惣
船
人
、
惣
船
主
で
三
等
分
す
る
と
い

う
規
定
で
あ
る
。
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
寛

政
四
年
掟
書
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
表
6
下
線
部
）。

　
以
上
、
寛
政
期
以
降
の
共
通
項
目
か
ら
両
掟
書
の
関
連
性
を
み
て
き
た
。
文
化
十
四

年
掟
書
（「
掟
書
Ａ
」）
は
、
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
三
年
掟
書
（「
掟
書
Ｂ
」）
の
条
文

が
踏
襲
も
し
く
は
反
映
さ
れ
て
お
り
、
当
該
期
の
両
掟
書
は
独
立
し
て
運
用
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
関
連
性
を
も
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

三
　「
掟
書
Ａ
」
の
変
遷

　

（
一
）
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
の
比
較

　
前
章
ま
で
に
項
目
の
共
通
性
と
内
容
の
類
似
性
か
ら
、「
掟
書
Ａ
」
及
び
「
掟
書
Ｂ
」

の
関
連
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
「
掟
書
Ａ
」
内
の
共
通
項
目
の
文
言

の
踏
襲
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
掟
書
Ａ
」
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
。
比
較

に
際
し
て
は
使
用
さ
れ
る
単
語
や
表
現
の
違
い
に
注
視
し
て
ゆ
き
、
異
体
字
や
送
り
仮

名
の
有
無
、
返
り
点
の
差
異
は
対
象
外
と
し
た
。
な
お
、
延
享
四
年
掟
書
と
文
化
十
四

年
掟
書
の
比
較
は
、
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
の
比
較
と
同
様
の
傾
向
で
あ
っ

た
た
め
、
今
回
は
省
略
し
た
。

表 7　延享四年掟書と安永二年掟書の共通項目

延享四年掟書 安永二年掟書

共通項目

往復日程 一吉田前芝上下之儀正月十五日ゟ十月十五日迄二日上
下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下ニ可致事

一延享四卯年定之通吉田前芝上下正月十五日ゟ十月十
五日迄二日上下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下
ニ可致候、新城川路迄瀬取荷物之義差閊之節者、一日
両度宛上下可致候事

継荷 一瀬取上下之儀荷物差閊候節者、仰付次第一日両度急
度相勤可申候事

船人扶持米 一扶持之儀、吉田上下二日懸り白米四升・遣銭四拾四文、
三日上下白米四升六合・遣銭七拾弐文、瀬取上下白米
弐升、風雨之節逗留致候者一日壱人前白米五合宛・宿
払三拾弐文、尤雨降候共水増シ不申候而逗留致候者扶
持出シ不申事

一船人扶持米遣銭之義、前々定之通船上下度毎相渡可
申候、雨降候共水増不申候節逗留致候ハヽ扶持米遣銭
差出不申候事

川浚い 一川さらへ之節壱艘ニ付船人壱人酒銭拾弐文ツヽ出可
申候、尤干水ニ而舟自由悪鋪被成候者舟主ニ之江申談
下知之上さらへ可申候、船人差合御座候者外人成共壱
人ツヽ急度出可申候、船人壱人宛出候上ニ而舟上下者
勝手次第可致候事

一川さらへ之節壱艘付船人壱人酒銭拾弐文宛出シ可申
候、尤干水ニ而船通路悪敷相成候節者船主々江申談下
知之上さらへ可申候、船人差合有之候節者外人壱人宛
急度出シ可申候、船頭壱人宛出シ候上ニ而者船上下勝
手次第可致候、船道格別損シ人足余慶相掛り舩上下日
数多費可申候時節者、賃銀差出シ雇人致シ上下日数費
不申候様船主・船人可相心得候事

荷物取扱 一上下荷物之儀随分大切ニ紛失無之様可致候、若紛失
致候者同国船人中間として弁へ可申候

一上下運送荷物紛失無之候様大切ニ可致候、若シ紛失
致候ハヽ船持仲間并両村名主・組頭立会、其訳相糺シ
候上ニ而其節掛り合之船人仲間江弁へ可申付候事

船人欠落 一船人欠落致候者請合候中間へ申達尋為帰可申事 一船人欠落致シ候ハヽ請合仲間江申談尋為帰可申候、
前金之義壱人前米銭都合金三分之外借シ申間敷候、尤
請合書付を取借シ可申候事

前金上限 一前金之儀壱人ニ付米銭ニ而成共都合金三分ゟ外借申
間敷候、尤請合証文を取借可申事

喧嘩・博奕
禁止

一舟上下之節博奕喧嘩口論不及申、大酒等致不申候様
吟味可致事

一船上下之節博奕・喧嘩・口論者不及申ニ、大酒不致
上下運送無油断出精相勤候様船人仲間申合急度相慎可
申候事
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表
7
は
、延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
の
共
通
事
項
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
言
が
共
通
し
て
い
る
部
分
に
は
、
下
線
が
付
し
て
あ
る
。
往
復
日
程
と
継
荷
の
項
目

は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
一
項
目
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
往
復
日
程
の
項
目
は
、
下
線

部
の
よ
う
に
同
一
の
文
言
で
書
か
れ
て
い
る
。
継
荷
の
項
目
は
両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容

で
あ
る
が
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
継
荷
の
宛
先
と
し
て
具
体
的
な
村
名
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
新
城
町
と
川
路
村
（
共
に
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
言

は
、
延
享
四
年
掟
書
に
は
「
瀬
取
上
下
之
儀
荷
物
差
閊
候
節
」
や
「
一
日
両
度
急
度
相

勤
可
申
候
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
瀬
取
荷
物
之
義
差

閊
之
節
」
及
び
「
一
日
両
度
宛
上
下
可
致
候
事
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
言
が
組
み
換

え
ら
れ
て
い
る
。

　
船
人
扶
持
米
の
項
目
は
、
大
部
分
は
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
延
享
四
年
掟
書
で
は
具

体
的
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
安
永
二
年
掟
書
は
具
体
的
な
基
準
を

「
前
々
定
之
通
」
と
省
略
し
て
い
る
。
扶
持
米
支
給
の
例
外
に
関
す
る
文
言
は
、
大
部

分
が
同
じ
で
あ
る
が
、
延
享
四
年
掟
書
で
は
「
水
増
シ
不
申
候
而
」
や
「
持
出
」
と
表

記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
水
増
シ
不
申
候
節
」
や
「
差
出
」
と
表

記
し
て
お
り
、
使
用
す
る
単
語
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
川
浚
い
の
項
目
は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
延
享
四
年
掟
書
の
大
部
分
を
転
載
し
、
そ

こ
に
新
た
な
内
容
を
追
加
し
て
い
る
。
一
方
で
転
載
さ
れ
た
文
言
の
一
部
に
は
、
両
者

で
異
な
る
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
延
享
四
年
掟
書
に
は
「
舟
自
由
悪
鋪
」
と
書
か

れ
て
い
る
箇
所
を
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
舩
通
路
悪
敷
」
と
書
い
て
お
り
、
条
文
の
内

容
に
差
異
が
出
な
い
範
囲
で
、
意
味
の
異
な
る
単
語
を
使
用
し
て
い
る
。

　
荷
物
取
扱
の
項
目
は
、内
容
は
既
に
触
れ
て
い
る
た
め
、文
言
の
み
言
及
し
て
ゆ
く
。

延
享
四
年
掟
書
で
は
「
上
下
荷
物
之
儀
随
分
大
切
ニ
紛
失
無
之
様
可
致
候
」
と
し
て
い

る
部
分
が
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
上
下
運
送
荷
物
紛
失
無
之
候
様
大
切
ニ
可
致
候
」
と

し
て
お
り
、
単
語
の
追
加
や
削
除
、
文
言
の
組
み
換
え
が
確
認
さ
れ
た
。

　
船
人
欠
落
と
前
金
上
限
の
項
目
は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
統
合
さ
れ
て
お
り
、
両
項

目
と
も
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
文
言
は
、
延
享
四
年
掟
書
で
「
船
人
欠
落
致
候
者
」
と

記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
船
人
欠
落
致
シ
候
ハ
ヽ
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
延
享
四
年
掟
書
で
は
「
中
間
へ
申
達
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
安

永
二
年
掟
書
は
「
仲
間
江
申
談
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
喧
嘩
・
博
奕
禁
止
の
項
目
は
、
両
者
と
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
文
言
は
、
延
享

四
年
掟
書
で
は
「
大
酒
等
致
不
申
候
様
吟
味
可
致
事
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
、
安
永

二
年
掟
は
「
大
酒
不
致
上
下
運
送
無
油
断
出
精
相
勤
候
様
船
人
仲
間
申
合
急
度
相
慎
可

申
候
事
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
新
規
の
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
の
比
較

　
表
8
は
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
の
共
通
事
項
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

る
。
表
7
同
様
に
、
文
言
が
共
通
し
て
い
る
部
分
に
は
下
線
が
付
し
て
あ
る
。
古
例
遵

守
の
項
目
は
、
遵
守
す
る
古
例
の
数
以
外
は
、
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
文
言
は
大
部
分

が
共
通
し
て
い
る
が
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
船
主
・
船
人
・
名
主
・
組
頭
立
会
」
と

記
し
て
い
た
部
分
の
み
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
「
両
村
役
人
・
船
主
・
船
人
立
会
」
と

記
し
て
い
る
。
内
容
に
差
異
が
無
い
範
囲
で
使
用
す
る
単
語
や
順
番
に
変
更
が
み
ら
れ

た
。

　
往
復
日
程
の
項
目
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
下
線
部
①

の
通
り
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
船
人
の
願
い
に
よ
り
規
定
が
変
更
さ
れ
て
い
た
。

前
述
の
『
新
城
市
誌
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
従
属
的
な
関
係
と
は
異
な
り
、
文

化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
時
点
の
船
持
と
船
人
の
関
係
性
は
、
船
人
も
掟
書
の
作
成
に

関
与
し
て
い
た
一
面
を
垣
間
見
る
事
が
で
き
る
。
継
荷
の
項
目
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
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で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
扶
持
米
の
項
目
は
、文
化
十
四
年
掟
書
で
は
安
永
二
年
掟
書
の
文
言
を
転
載
し
つ
つ
、

扶
持
米
支
給
の
新
た
な
例
外
を
提
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
尤
十
月
朔
日
ゟ
来
三

月
十
五
日
迄
者
水
増
不
申
候
共
大
降
ニ
候
ハ
ヽ
、
扶
持
米
遣
銭
差
出
シ
可
申
候
事
」
と

あ
り
、
十
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
は
、
川
の
水
量
が
変
化
せ
ず
と
も
大
雨
で
あ

れ
ば
扶
持
米
な
ど
を
提
供
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
川
浚
い
の
項
目
は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
船
人
差
合
有
之
候
節
者
外
人
壱
人
宛
急

度
出
シ
可
申
候
、
船
頭
壱
人
宛
出
シ
候
上
ニ
而
者
船
上
下
勝
手
次
第
可
致
候
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
両
者

と
も
同
じ
内
容
で
あ
る
。
文
言
の
大
部
分
は
同
一
で
あ
る
が
、
前
節
と
同
様
に
一
部
の

使
用
単
語
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。
延
享
四
年
掟
書
が
「
自
由
」、安
永
二
年
掟
書
が
「
通

路
」
と
し
て
い
た
部
分
を
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
「
道
」
と
書
い
て
お
り
、
単
語
は
異

な
る
が
安
永
二
年
掟
書
と
同
意
で
あ
っ
た
。

　
荷
物
取
扱
の
項
目
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
「
送
状
ニ
引
合
問
屋
并
荷
主
江
急
度

引
渡
可
申
候
」
と
い
う
文
章
が
追
加
さ
れ
、
送
り
状
を
参
照
し
て
問
屋
や
荷
主
へ
必
ず

渡
す
こ
と
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
文
言
は
、「
若
シ
」

と
「
万
一
」
と
い
っ
た
単
語
の
違
い
や
、「
船
持
仲
間
并
両
村
名
主
組
頭
立
会
」
と
「
両

村
役
人
并
船
持
仲
間
立
会
」
と
い
っ
た
文
言
の
組
み
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
船
人
欠
落
の
項
目
は
、
両
者
と
も
同
一
内
容
で
あ
る
。
文
言
は
、
前
節
で
は
単
語
が

変
更
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
安
永
二
年
掟
書
と
同
じ
く
、「
船
人

欠
落
致
シ
候
ハ
ヽ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
異
な
る
単
語
を
使
用
し
て
い
る
箇

所
も
あ
り
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
請
合
仲
間
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
文
化
十
四
年

掟
書
は
「
請
人
仲
間
」
と
な
っ
て
い
る
。
前
金
上
限
の
項
目
も
両
者
は
同
じ
内
容
で
あ

る
。
文
言
は
、内
容
に
差
異
が
無
い
範
囲
で
変
更
さ
れ
て
お
り
、安
永
二
年
掟
書
は
「
壱

表 8　安永二年掟書と文化十四年掟書の共通項目
安永二年掟書 文化十四年掟書

共通項目

古例遵守 一百余年以前延宝六午年船持仲間連判定之通堅相守、
鵜飼通船運送挊無油断出精致シ御年貢上納仕、御林御
伐出シ御用之荷物船積材木筏運送被仰付候節者、船主・
船人・名主・組頭立会、川水見届大切ニ運送可相勤候
事

一百四拾年以前延宝六丑年・七拾年以前延享三寅年・同
四卯年・四拾四年以前安永弐巳年船持仲間連判定之通堅
相守、鵜飼通船運送挊無油断致出精御年貢上納仕、御林
御伐出シ御用之荷物船積材木筏運送被仰付候節者、両村
役人・船主・船人立会、川水見届大切ニ運送可相勤候事

往復日程 一延享四卯年定之通吉田前芝上下正月十五日ゟ十月十
五日迄二日上下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下
ニ可致候、新城・川路迄瀬取荷物之義差閊之節者、一
日両度宛上下可致候事

一吉田前芝上下之儀前々之定ニ者正月十五日ゟ十月十五
日迄二日上下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下ニ可
致定候處、①寛政四辰年船人中ゟ願有之両村役人・船主
立会相談之上、春者彼岸明候日ゟ二日上下、秋者九月節
ニ入候日ゟ三日上下ニ可致段相定申候、向後茂右之心得
ニ而舩上下無滞可致候事

継荷

船人扶持米 一船人扶持米遣銭之義、前々定之通船上下度毎相渡可
申候、雨降候共水増不申候節逗留致候ハヽ扶持米遣銭
差出不申候事

一船人扶持米遣銭之儀、前々定之通船上下之度毎ニ相渡
シ可申候、雨降候共水増不申候節致逗留候ハヽ、扶持米
遣銭差出シ不申候事、尤十月朔日ゟ来三月十五日迄者、
水増不申候共大降ニ候ハヽ扶持米遣銭差出シ可申候事

川浚い 一川さらへ之節壱艘付船人壱人酒銭拾弐文宛出シ可申
候、尤干水ニ而船通路悪敷相成候節者船主々江申談下
知之上さらへ可申候、船人差合有之候節者外人壱人宛
急度出シ可申候、船頭壱人宛出シ候上ニ而者船上下勝
手次第可致候、船道格別損シ人足余慶相掛り船上下日
数多費可申候時節者、賃銀差出シ雇人致シ上下日数費
不申候様船主・船人可相心得候事

一川さらい之儀、前々定之通船人壱人前酒銭拾弐文宛差
出シ可申候、尤干水ニ而船道悪敷相成候節者船主江申談
下知之上さらへ可申候、船道格別損人足余慶相掛船上下
日数費可申候時節ハ、賃銀差出雇人いたし上下日数費不
申候様船主・船人相心得可申候、猶亦川さらへ之節随分
致出精さらへ可申候事

荷物取扱 一上下運送荷物紛失無之候様大切ニ可致候、若シ紛失
致候ハヽ船持仲間并両村名主・組頭立会、其訳相糺シ
候上ニ而其節掛り合之船人仲間江雑へ可申付候事

一上ケ下ケ運送荷物紛失無之様大切ニ仕、送状ニ引合問
屋并荷主江急度引渡可申候、万一致紛失候ハヽ両村役人
并船持仲間立会、其訳相糺候上ニ而其節掛り合之船人仲
間江弁可申付候事

船人欠落 一船人欠落致シ候ハヽ請合仲間江申談尋為帰可申候、
前金之義壱人前米銭都合金三分之外借シ申間敷候、尤
請合書付を取借シ可申候事

一船人致欠落候ハヽ請人仲間江申談尋為返可申候、前金
之儀米銭ニ而都合金三分之外貸申間敷候、尤請合書付取
貸可申候事前金上限

喧嘩・博奕
禁止

一船上下之節博奕・喧嘩・口論者不及申ニ、大酒不致
上下運送無油断出精相勤候様船人仲間申合急度相慎可
申候事

一船上下之節博奕・喧嘩・口論者不及申ニ、大酒不致舩
上下運送無油断出精相勤候様船人仲間申合急度相慎可申
候事
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人
前
米
銭
都
合
金
三
分
」、
文
化
十
四
年
掟
書
は
「
米
銭
ニ
而
都
合
金
三
分
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
借
シ
」
と
書
い
て
い
る
部
分
を
、
文
化
十
四

年
掟
書
は
「
貸
」
と
書
い
て
い
る
が
、
前
者
の
送
り
仮
名
が
「
シ
」
と
表
記
さ
れ
て
い

る
点
を
鑑
み
て
、
同
一
の
意
味
と
み
な
し
た
。

　
喧
嘩
・
博
奕
禁
止
の
項
目
は
、
完
全
に
同
一
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
各
項
目
の
内
容
及
び
文
言
を
比
較
し
て
、「
掟
書
Ａ
」
間
の
条
文
の
踏
襲
性

を
み
て
き
た
。
各
掟
書
の
共
通
項
目
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
追
加
や
削
除
は
あ
っ
た

が
大
意
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
文
言
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
安
永
二
年
掟
書
と
同
一
の

文
言
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
各
掟
書
で
異
な
る
単
語
を
使
用
し
て
い
た
部
分
を
比

較
す
る
と
、
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
は
、
単
語
の
意
味
が
異
な
っ
て
い
た
。

一
方
で
文
化
十
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
は
、
同
じ
文
言
或
い
は
類
語
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
延
享
四
年
掟
書
と
比
べ
て
強
い
踏
襲
性
が
み
ら
れ
る
。
前
章
で
は
項
目
内
容

の
共
通
性
か
ら
、延
享
四
年
掟
書
が
掟
書
Ａ
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、

文
言
の
踏
襲
性
と
後
世
へ
の
影
響
力
を
加
味
す
れ
ば
、
安
永
二
年
掟
書
が
後
の
「
掟
書

Ａ
」
の
基
点
で
あ
り
、
同
時
期
に
乗
本
村
な
い
し
は
豊
川
水
運
に
ま
つ
わ
る
地
域
の
画

期
と
な
る
変
化
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
　
現
存
す
る
七
点
の
掟
書
を
、
作
成
者
の
違
い
や
文
言
の
類
似
性
に
注
目
し
な
が
ら
解

説
を
試
み
た
。
近
世
当
時
に
お
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
掟
書
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
た

船
人
の
請
印
の
有
無
と
は
別
に
、
掟
書
と
み
な
す
判
断
基
準
が
存
在
し
て
い
た
。
末
文

と
奥
書
の
文
言
か
ら
多
く
の
掟
書
で
は
、
①
船
持
層
が
協
議
に
よ
り
条
文
を
作
成
し
、

②
奥
書
で
船
人
が
そ
の
旨
を
承
知
し
請
印
を
す
る
、
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
お
り
、

文
言
上
で
船
持
と
船
人
の
間
に
あ
る
上
下
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
作
成
者
の
肩
書

と
項
目
の
種
類
、
内
容
の
類
似
性
か
ら
、
豊
川
水
運
の
掟
書
に
は
、
問
屋
と
船
持
が
中

心
に
な
っ
て
作
成
し
延
享
四
年
掟
書
の
文
言
を
ベ
ー
ス
に
し
た
「
掟
書
Ａ
」
と
、
船
持

が
作
成
し
延
享
四
年
掟
書
と
の
関
連
性
が
希
薄
な
「
掟
書
Ｂ
」
の
二
種
類
が
存
在
し
て

い
た
。

　「
掟
書
Ａ
」
は
、
寛
政
期
以
降
に
は
「
掟
書
Ｂ
」
の
条
文
を
踏
襲
あ
る
い
は
反
映
さ

せ
た
条
項
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
、
船
人
の
発

案
に
よ
り
条
文
が
変
更
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
船
人
も
豊
川
水
運
の
運
営
に
参

加
す
る
手
段
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
掟
書
Ａ
」
間
の
文
言
を
比
較
し
て
条

文
の
踏
襲
性
を
み
た
と
こ
ろ
、
安
永
二
年
掟
書
の
文
言
は
、
内
容
に
差
し
支
え
な
い
細

か
な
部
分
も
含
め
て
、
後
の
掟
書
で
も
引
用
さ
れ
て
い
た
。
後
世
の
「
掟
書
Ａ
」
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
点
か
ら
、
豊
川
水
運
に
関
わ
る
地
域
社
会
に
と
っ
て
の
画
期

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
『
愛
知
県
史
　
資
料
編
十
九
　
近
世
五
　
東
三
河
』 （
愛
知
県
、

二
〇
〇
八
年
）
九
六
〇
頁
。

（
2
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
文
書
目
録
三
　
三
河
国

八
名
郡
・
宝
飯
郡
・
設
楽
郡
』（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）
六
九
頁
～

八
九
頁
。

（
3
）
そ
の
他
の
所
蔵
先
と
し
て
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
、
新
城
市
乗
本
地
区
区
有
文
書
、
個

人
蔵
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）
新
城
市
誌
編
集
委
員
会
『
新
城
市
誌
』（
愛
知
県
新
城
市
、
一
九
六
三
年
）
二
七
八
頁
～

二
七
九
頁
。

（
5
）
前
掲
注（
1
）。

（
6
）
前
掲
注（
1
）。

（
7
）
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』（
愛
知
県
、二
〇
一
九
年
）
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三
二
二
頁
～
三
二
三
頁
。

（
8
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
八
四
。

（
9
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
一
〇
一
。

（
10
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
一
一
六
。

（
11
）
鈴
木
重
安
『
改
訂
　
八
名
郡
誌
』（
鈴
木
重
安
、
一
九
五
六
年
）
一
〇
九
五
頁
。

（
12
）愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』（
愛
知
県
、二
〇
一
九
年
）

三
一
六
頁
。

（
13
）
国
立
史
料
館
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
三
十
九
集
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家

文
書
』（
国
立
史
料
館
、
一
九
八
四
年
）
一
〇
四
～
一
〇
六
頁
。

（
14
）
前
掲
注（
10
）。

（
15
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
七
三
。
な
お
、
史
料
自
体
は
延
宝
九

年
（
一
六
八
一
）
作
成
で
あ
る
が
、
史
料
中
に
延
宝
六
年
掟
書
の
写
し
が
差
出
人
・
年
月
日
・

宛
名
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。検
証
で
は
こ
の
部
分
を
延
宝
六
年
掟
書
と
し
て
使
用
す
る
。

（
16
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
七
六
。
前
掲
注（
6
）と
同
じ
。

（
17
）
二
〇
二
二
年
六
月
時
点
、
冊
子
目
録
で
確
認
可
能
な
も
の
は
、
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究

所
所
蔵
文
書
目
録
三
　
三
河
国
八
名
郡
・
宝
飯
郡
・
設
楽
郡
』（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
、

二
〇
二
〇
年
）、
国
立
史
料
館
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
三
十
九
集
　
三
河
国
八
名
郡

乗
本
村
菅
沼
家
文
書
』（
国
立
史
料
館
、
一
九
八
四
年
）
の
二
点
で
あ
る
。
後
者
に
は
豊
橋

市
美
術
博
物
館
と
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
の
所
蔵
史
料
も
一
部
目
録
に
含
ま
れ
て
い

る
。

（
18
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
七
七
。

（
19
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
一
〇
三
。『
新
城
乨
誌
』
な
ど
に
掲

載
さ
れ
た
文
化
三
年
作
成
の
掟
書
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家
文
書
七
五
。

（
21
）
各
史
料
の
出
典
は
、
延
宝
六
年
掟
書
は
前
掲
注（
15
）、
延
享
四
年
掟
書
は
前
掲
注（
16
）、

宝
暦
四
年
掟
書
は
前
掲
注（
18
）、
安
永
二
年
掟
書
は
前
掲
注（
8
）、
寛
政
四
年
掟
書
は
前
掲

注（
9
）、
文
化
三
年
掟
書
は
前
掲
注（
19
）、
文
化
十
四
年
掟
書
は
前
掲
注（
10
）を
参
照
。
以

降
、
表
中
に
注
記
の
無
い
掟
書
の
出
典
は
表
1
と
同
じ
。

（
22
）
前
掲
注（
15
）。

（
23
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家
文
書
六
七
。

（
24
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家
文
書
七
〇
。

（
25
）
菅
沼
貴
一
『
吉
田
川
回
漕
史
改
訂
復
刻
本
』（
金
田
博
子
、
二
〇
〇
八
年
）
五
三
頁
～

五
八
頁
。

（
26
）
前
掲
注（
25
）に
よ
る
と
「
所
定
の
荷
物
以
外
に
荷
物
を
積
む
」
と
し
、
ま
た
同
史
料
の
解

説
で
は
、
ほ
ま
ち
荷
に
つ
い
て
「
契
約
以
外
の
自
分
ま
た
は
他
人
の
荷
を
ひ
そ
か
に
運
び
、

自
分
の
収
入
と
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
「
ほ
つ
た
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
が
、
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
と
、
宝
飯
郡
地
域
の
方
言
で
「
な
い
し
ょ
の
金
。
へ
そ
く
り
」
の
意

味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
「
ほ
ま
ち
」
と
「
ほ
つ
た
」
を
同
一
の
意
味
と

捉
え
た
。

（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
研
究
員
）


